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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板に配された光電変換素子アレイを有するセンサーパネルと、前記センサーパネルの
前記光電変換素子アレイが配された面側に配されたシンチレータ層と、前記センサーパネ
ルの前記シンチレータ層側とは反対の面側に配された光発生部と、を有する放射線検出装
置であって、
　前記光発生部は、透明電極層と、発光層と、裏面電極層と、を有し、
　前記発光層は、発光体と、バインダーと、前記シンチレータ層が発光する波長の光を吸
収する黒色顔料と、を含み、
　前記光電変換素子アレイは間に間隔をおいて配置された複数の画素を有し、
　前記光発生部に含まれる前記黒色顔料の含有率は、前記複数の画素を透過した光が入射
される領域の平均値よりも、前記複数の画素の間を通過した光が入射される領域の平均値
の方が高いことを特徴とする放射線検出装置。
【請求項２】
　基板に配された光電変換素子アレイを有するセンサーパネルと、前記センサーパネルの
前記光電変換素子アレイが配された面側に配されたシンチレータ層と、前記センサーパネ
ルの前記シンチレータ層側とは反対の面側に配された光発生部と、を有する放射線検出装
置であって、
　前記光発生部は、透明電極層と、発光層と、裏面電極層と、を有し、
　前記発光層は、発光体と、バインダーと、顔料または染料と、を含み、
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　前記顔料または染料は、前記シンチレータ層が発光する光のうち最大発光波長の光を吸
収する第１の顔料または染料と、前記第１の顔料または染料の吸収波長領域とは異なる吸
収波長領域を有する第２の顔料または染料と、を含み、
　前記光電変換素子アレイは間に間隔をおいて配置された複数の画素を有し、
　前記光発生部に含まれる前記顔料または染料の含有率は、前記複数の画素を透過した光
が入射される領域の平均値よりも、前記複数の画素の間を通過した光が入射される領域の
平均値の方が高いことを特徴とする放射線検出装置。
【請求項３】
　前記シンチレータ層はＣｓＩ：Ｔｌを含み、
　前記第１の顔料または染料は５７０ｎｍの波長の光を吸収する顔料または染料であり、
かつ前記第２の顔料または染料は４００ｎｍ以上５６０ｎｍ以下又は５８０ｎｍ以上７５
０ｎｍ以下のうちの少なくとも一部の範囲の波長の光を吸収する顔料または染料であるこ
とを特徴とする請求項２に記載の放射線検出装置。
【請求項４】
　前記顔料または染料は、４００ｎｍ以上７５０ｎｍ以下の波長を吸収することを特徴と
する請求項２に記載の放射線検出装置。
【請求項５】
　前記光発生部は、エレクトロルミネセンスであることを特徴とする請求項１乃至４のい
ずれか１項に記載の放射線検出装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の放射線検出装置と、前記放射線検出装置からの
信号を処理する信号処理手段とを有することを特徴とする放射線撮像システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療診断機器、非破壊検査機器等に用いられる放射線検出装置および放射線
撮像システムに関する。特には、Ｘ線撮影等に用いられる放射線検出装置および放射線撮
像システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、Ｘ線蛍光体層が内部に備えられた蛍光スクリーンと両面塗布剤とを有するＸ線フ
ィルムシステムが、Ｘ線写真撮影に使用されてきた。しかし、最近においては、それに代
わって、ディジタル放射線検出装置の研究開発が盛んに行われている。というのも、Ｘ線
シンチレータ層と２次元光検出器とを有するディジタル放射線検出装置は、前記Ｘ線フィ
ルムシステムを備えた放射線検出装置と比べて、画像特性が良好であるからである。また
、それは、データがデジタルデータであるため、ネットワーク化したコンピュータシステ
ムに取り込むことによってデータの共有化を図ることができるという利点も有している。
【０００３】
　これらディジタル放射線検出装置の中でも、高感度で高鮮明な装置として、以下のよう
な装置が特許文献１に開示されている。すなわち、複数のフォトセンサーおよびＴＦＴ等
の電気素子が２次元に配置されている光電変換素子部からなる光検出器上に、放射線をフ
ォトセンサーで検出可能な光に変換するためのシンチレータ層を形成してなる装置である
。
【０００４】
　特には、次のような構成の装置が特許文献２に記載されている。すなわち、光学的リセ
ット動作または光学的キャリブレーション動作を行うための光源を備えており、波長選択
性透過部品を着色により加工し、波長選択性のフィルタとして使用する構成の装置である
。
【特許文献１】特開２０００－２８４０５３号公報
【特許文献２】特開平１０－２０６５５２号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来例のような、色素吸収層による光の波長選択方式では、複数の
層構成が必要となり、装置構成が複雑で厚くなってしまう。また、複数の層構成では界面
からの反射光が多くなってしまう。すなわち、光発生器からセンサーパネルへ戻る反射光
は、撮影画像に違和感として品質弊害を引き起こしてしまうので、極力小さくすることが
求められている。したがって、従来よりも簡単な構成で、光発生器からセンサーパネルへ
の反射光を効率良く低減させる放射線検出装置が現在求められている。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものである。すなわち、光キャリブレーションが
求められる放射線検出装置において、光電変換素子を透過した透過光を光発生器の発光層
で効率良く低減して画像品質を向上させる、信頼性の高い放射線検出装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一つの側面に係る放射線検出装置は、基板に配された光電変換素子アレイを有
するセンサーパネルと、前記センサーパネルの前記光電変換素子アレイが配された面側に
配されたシンチレータ層と、前記センサーパネルの前記シンチレータ層側とは反対の面側
に配された光発生部と、を有する放射線検出装置であって、前記光発生部は、透明電極層
と、発光層と、裏面電極層と、を有し、前記発光層は、発光体と、バインダーと、前記シ
ンチレータ層が発光する波長の光を吸収する黒色顔料と、を含み、前記光電変換素子アレ
イは間に間隔をおいて配置された複数の画素を有し、前記光発生部に含まれる前記黒色顔
料の含有率は、前記複数の画素を透過した光が入射される領域の平均値よりも、前記複数
の画素の間を通過した光が入射される領域の平均値の方が高いことを特徴とする。
【０００８】
　さらに、本発明の別の側面に係る放射線検出装置は、基板に配された光電変換素子アレ
イを有するセンサーパネルと、前記センサーパネルの前記光電変換素子アレイが配された
面側に配されたシンチレータ層と、前記センサーパネルの前記シンチレータ層側とは反対
の面側に配された光発生部と、を有する放射線検出装置であって、前記光発生部は、透明
電極層と、発光層と、裏面電極層と、を有し、前記発光層は、発光体と、バインダーと、
顔料または染料と、を含み、前記顔料または染料は、前記シンチレータ層が発光する光の
うち最大発光波長の光を吸収する第１の顔料または染料と、前記第１の顔料または染料の
吸収波長領域とは異なる吸収波長領域を有する第２の顔料または染料と、を含み、前記光
電変換素子アレイは間に間隔をおいて配置された複数の画素を有し、前記光発生部に含ま
れる前記顔料または染料の含有率は、前記複数の画素を透過した光が入射される領域の平
均値よりも、前記複数の画素の間を通過した光が入射される領域の平均値の方が高いこと
を特徴とする。
【０００９】
　また、本発明において、前記光発生部は、エレクトロルミネセンスであることを特徴と
する。
【００１０】
　さらに、本発明は、前記いずれかに記載の放射線検出装置と、該放射線検出装置からの
信号を処理する信号処理手段と、を少なくとも有することを特徴とする放射線撮像システ
ムである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、従来よりも簡単な構成で、耐久性の高い放射線検出装置が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
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　以下、本発明の実施形態について図面を用いて詳細に説明する。なお、本明細書におい
ては、放射線の範疇に、Ｘ線、γ線などの電磁波、およびα線、β線の粒子線も含むもの
として説明する。
【００１３】
　図１は、本発明の放射線検出装置を示す断面図である。本発明の放射線検出装置は、シ
ンチレータ層１１と、センサーパネル１００と、光発生部１０１とが、順に積層して配置
された構造をしている。すなわち、センサーパネル１００と、該センサーパネル１００に
隣接して配されたシンチレータ層１１と、該センサーパネル１００のシンチレータ層側と
は反対の面側に配された光発生部１０１と、からなる。
【００１４】
　前記センサーパネル１００は、光電変換素子アレイ１２と基板１３とから形成されてお
り、基板１３上に光電変換素子アレイ１２が配置されている構成をしている。また、シン
チレータ層１１は、放射線を光電変換素子アレイが感知可能な光に変換する材料からなっ
ており、シンチレータ層１１をセンサーパネル１００に設けるには、直接センサーパネル
１００に形成してよい。また、支持基板にシンチレータ層を形成した後、これを貼り合わ
せる手法で形成してもよい。
【００１５】
　シンチレータ層１１の材料としては、Ｇｄ２Ｏ２Ｓ：Ｔｂのような粒子蛍光体やハロゲ
ン化アルカリのシンチレータが挙げられる。なかでも、センサーパネルに蒸着によって形
成されるＣｓＩ：ＮａおよびＣｓＩ：Ｔｌ等のハロゲン化アルカリ柱状結晶構造を有する
シンチレータが特に好適である。
【００１６】
　前記光発生部１０１は、少なくとも透明電極層１０３と、発光層１０２と、裏面電極層
１０８とから構成されている。そして、透明電極層１０３と発光層１０２との間および発
光層１０２と裏面電極層１０８との間の少なくとも一方に誘電体層１０７を配置すること
は、耐電圧性が向上するために好ましい。そして、前記発光層１０２は、発光体１０４と
、バインダー１０５と、黒色顔料１０６とから構成されている。
【００１７】
　透明電極層１０３の材料としては、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、ＳｎＯ２、ＺｎＯ
等の透明導電体が用いられる。なかでも、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）が好適である。
【００１８】
　また、発光体１０２の材料としては、具体的には第ＩＩ族元素と第ＶＩ元素とからなる
群から選ばれる元素の一つあるいは複数と、第ＩＩＩ族元素と第Ｖ族元素とからなる群か
ら選ばれる一つあるいは複数の元素とからなる半導体の微粒子である。それらは、求めら
れる発光波長領域により任意に選択される。例えば、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、Ｚｎ
Ｓ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣａＳ、ＭｇＳ、ＳｒＳ、ＧａＰ、ＧａＡｓおよびそれらの混
晶などが挙げられるが、ＺｎＳ、ＣｄＳ、ＣａＳなどが特に好適である。また、付活剤と
しては、ＭｎやＣｕなどの金属イオンおよび希土類元素などが好適である。また、必要に
応じて添加される共付活剤としては、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉなどのハロゲン元素やＡｌなどが好
適である。
【００１９】
　バインダー１０５の材料としては、シアノ・エチル・セルローズ等の高誘電物が好適で
ある。
【００２０】
　誘電体層１０７の材料としては、誘電率と絶縁性が高く、かつ高い誘電破壊電圧を有す
る材料であれば任意のものが用いられる。具体的には金属酸化物、窒化物が挙げられ、例
えば、ＴｉＯ２、ＢａＴｉＯ３、ＳｒＴｉＯ３、ＰｂＴｉＯ３、ＫＮｂＯ３、ＰｂＮｂＯ

３、Ｔａ２Ｏ３、ＢａＴａ２Ｏ６、ＬｉＴａＯ３、Ａｌ２Ｏ３、ＺｒＯ２、ＡｌＯＮなど
が用いられる。
【００２１】
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　裏面電極層１０８の材料としては、金属、合金、電気伝導性化合物およびこれらの混合
物が用いられる。具体的には、次のものが挙げられる。ナトリウム、カリウム、ナトリウ
ム・カリウム合金、マグネシウム、リチウム。マグネシウム／銅混合物、マグネシウム／
銀混合物、マグネシウム／アルミニウム混合物、マグネシウム／インジウム混合物。アル
ミニウム／酸化アルミニウム混合物、インジウム、リチウム／アルミニウム混合物、希土
類金属等。なかでも、酸化などに対する耐久性の点から、マグネシウム／銀混合物、マグ
ネシウム／アルミニウム混合物、マグネシウム／インジウム混合物等が好適である。
【００２２】
　そして、本発明の特徴であるのだが、発光層中には、顔料である黒色顔料１０６が含有
されている。さらには、発光層中に該黒色顔料１０６が分散されている。黒色顔料１０６
は、シンチレータ層の発光波長の領域よりも少なくとも広い領域に吸収波長を有する。例
えば、シンチレータ層がＣｓＩ（Ｔｌ）の場合、５００ｎｍ以上６００ｎｍ以下の範囲内
に最大発光波長を有するブロードなピークをもつ。そして、発光波長の領域は、最大で４
００ｎｍ以上７５０ｎｍ以下となる。黒色顔料は、広範囲な波長の光を吸収可能であるた
め、ＣｓＩ（Ｔｌ）が発光する波長の光を吸収し、光電変換素子アレイへの反射光を減少
できるため、画質が向上する。黒色顔料としては、炭素を含有するカーボンブラック、チ
タンの酸化または二酸化チタンの還元により得られるチタンブラック、黒色金属酸化物顔
料が好ましい。カーボンブラックは、特に、微細粒子であるチャンネルブラックやファー
ネスブラックがよい。黒色金属酸化物顔料は、銅、鉄、クロム、マンガン、コバルトの酸
化物がよく、また、これらの金属酸化物から選ばれる少なくとも２種以上の複合金属酸化
物でもよい。
【００２３】
　また、黒色顔料ではなく、他の色の顔料を用いることもできる。例えば、ＣｓＩ（Ｔｌ
）の発光のピーク波長が５７０ｎｍである場合、５７０ｎｍの波長を吸収する紫色の顔料
をバインダーに含有させればよい。そして、ＣｓＩ（Ｔｌ）が発する光を充分に吸収する
ため、次に記載する少なくとも１種の顔料を紫色と一緒にバインダーに含有させる。ピー
ク波長より短い波長領域では、緑黄色（４００～４３５ｎｍ）、黄色（４３５～４８０ｎ
ｍ）、橙色（４８０～４９０ｎｍ）、赤色（４９０～５００ｎｍ）、赤紫色（５００ｎｍ
～５６０ｎｍ）の顔料が好適に用いられる。ピーク波長より長い波長領域では、青色（５
８０～５９５ｎｍ）、緑青色（５９５～６１０ｎｍ）、青緑色（６１０～７５０ｎｍ）の
顔料が好適に用いられる。なお、括弧内の数値は各色の吸収波長を表す。そして、黄色、
橙色、赤色、赤紫色、青色、緑青色および青緑色の少なくとも１種と紫色の顔料が発光層
中に含有された場合、シンチレータ層の発光波長領域をより広範囲に吸収でき、反射光を
減少できるため、画質が向上する。すなわち、シンチレータ層の最大発光波長を吸収する
色の顔料または染料（第１の顔料または染料）と、第１の顔料または染料以外の少なくと
も１種の色の顔料または染料（第２の顔料または染料）と、を混合することが、反射光の
低減のために求められる。
【００２４】
　センサーパネル１００側の光発生部１０１面から照射される光は、光電変換素子の特性
変動を改善するために照射されるので、光電変換素子には適量な照射光量が求められる。
このため黒色顔料１０６や黒色以外の少なくとも２色の顔料の混合材料は、光発生部１０
１からの照射光が透過することが求められる。よって、黒色顔料１０６や黒色以外の少な
くとも２色の顔料の混合材料が吸収する波長領域は、シンチレータ層の発光波長と同等の
領域であって、光発生部の波長領域の吸収量が少ないことが望ましい。もしくは、光発生
部の発光波長領域が顔料の波長吸収領域より広いことが望ましい。また、光電変換素子が
吸収する波長領域での反射率が小さいことが好ましい。また、光発生部の発光波長領域が
顔料の吸収波長領域内であっても、光発生部の発光量を高くすることで、光発生部から光
電変換素子へ適量な光量を照射することができる。
【００２５】
　上記では、センサーパネルへの反射光を効率的に減少するために、黒色顔料１０６を発
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光層１０２に分散させたのであるが、バインダーに染料を含有させ、バインダー自体を染
料で着色することにより、反射光を減少させることも可能である。染料の色は、顔料の場
合と同じである。光発生部１０１は、光電変換素子アレイの配置領域に対向して、かつ、
より広い領域に配置されていることが光キャリブレーション効果および反射光の減少のた
め好ましい。　
【００２６】
　次に、図５は、本発明の放射線検出装置を放射線撮像システムへ適用した場合の応用例
を示す図である。
【００２７】
　放射線チューブ１００１で発生した放射線１００２は、被験者（患者など）１００３の
胸部などの体の部位１００４を透過し、シンチレータを上部に実装した放射線撮像装置１
１００に入射する。この入射した放射線１００２には被験者１００３の体内部の情報が含
まれている。放射線撮像装置１１００では、放射線１００２の入射に対応してシンチレー
タが発光し、これを光電変換して電気的情報を得る。また、放射線撮像装置１１００では
、放射線１００２を直接電荷に変換して、電気的情報を得てもよい。この情報はディジタ
ルに変換され、信号処理手段としてのイメージプロセッサ１００５により画像処理されて
、制御室の表示手段としてのディスプレイ１００６に表示される。
【００２８】
　また、この情報は、無線または電話回線などの有線等の伝送手段１００７により遠隔地
へ転送することができる。これによって、別の場所のドクタールーム等に設置された、表
示手段としてのディスプレイ１００８に表示するか、あるいは、記憶手段としてのフィル
ムプロセッサ１００９により光ディスク等の記録媒体に保存することができる。これによ
って、遠隔地の医師が診断することも可能である。また、フィルムプロセッサ１００９は
、印刷手段としてのレーザプリンタに接続され、伝送手段１００７により伝送された情報
をフィルム等の記録媒体に記録することができる。
【実施例】
【００２９】
　これより、本発明の実施例について詳細に説明するが、本発明は以下の例に限定されは
しない。
【００３０】
　（実施例１）
　図１は、本実施例に従う放射線検出装置の断面図である。図１に示すように光発生部１
０１と、センサーパネル１００と、そのセンサーパネル上のＣｓＩ（Ｔｌ）であるシンチ
レータ層１１とが配置されている。そして、光発生部１０１の発光層１０２には黒色顔料
１０６が分散されている。黒色顔料１０６はカーボンブラックであり、ここでは、チャン
ネルブラックを用いた。光発生部１０１は、少なくとも光電変換素子アレイ１２の受光範
囲に光を照射できるようになっている。黒色顔料１０６は、シンチレータ層の発光によっ
てセンサーパネルから基板１３を透過してきた光を効率良く吸収するので、センサーパネ
ル１００の光電変換素子アレイ１２に反射される成分は極微量となる。なお、黒色顔料１
０６は、光発生部１０１からの光も吸収するので、シンチレータ層の発光によってセンサ
ーパネルから基板１３を透過してきた光よりも、光発生部１０１の発光の量を多くする。
以上のようにして、黒色顔料を分散することで、光キャリブレーションに必要な光は透過
させ、画像の品質劣化を引き起こす反射光を品質上問題無いレベルに低減させることが可
能となる。
【００３１】
　図２は、本実施例に従う放射線検出装置の変形例であり、放射線入射側から見た平面図
である。
【００３２】
　図２に示すように、本例は、基板１３と、基板１３に配置された光電変換素子アレイ１
２と、シンチレータ層１１と、光電変換素子アレイおよびシンチレータ層１１より広い領
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域に配置された光発生部１０１と、から構成される。光発生部１０１は、光電変換素子ア
レイ１２の配置領域に対向して、かつ、より広い領域に配置されていることが光キャリブ
レーション効果および反射光の減少のため好ましい。光電変換素子アレイ１２は、図の簡
略化のため、３個×３個の画素１４を有している。画素の数は、これに限定されることな
く、例えば２０００個×２０００個などのより多くの画素が適用される。さらに、光発生
部１０１の黒色顔料の含有率は、画素に対向する領域の平均値より画素間に対向する領域
の平均値の方が高い。このような構成により、光発生部１０１の発光量を充分な程度に保
ち、画素間を通過したシンチレータ層１１からの光の反射をより低減することができる。
【００３３】
　ここで、光発生部１０１は、エレクトロルミネセンス（ＥＬ）等の電場発光光源が好ま
しい。また、光発生部１０１は、少なくとも一方の電極を分割することで、部分的な光キ
ャリブレーションのための発光を行うことができるため、消費電力を低減することができ
る。
【００３４】
（実施例２）
　図３は、本実施例に従う放射線検出装置の断面図である。図３に示すように、実施例１
と同様に、光発生部１０１と、センサーパネル１００と、ＣｓＩ（Ｔｌ）であるシンチレ
ータ層１１とが配置されている。実施例１と異なる点は、発光層１０２に黒色顔料ではな
く、紫色と赤色の顔料が含有されていることである。つまり、光発生部１０１の発光層１
０２には２種の顔料１０９が含有されている。この場合、２種の顔料１０９を含有するこ
とにより、光発生部１０１からの光も吸収する。しかし、シンチレータ層の発光によって
センサーパネルから基板１３を透過してきた光よりも光発生部の発光の量を多くする。そ
うすることで、光キャリブレーションに必要な光は透過させ、画像の品質劣化を引き起こ
す反射光を品質上問題無いレベルに低減させることが可能となる。
【００３５】
　本実施例においては、２色の顔料を用いたが、さらに青色などの前述の各色を混合して
、より黒色化することが反射光を低減するために好ましい。
【００３６】
（実施例３）
　図４は、本実施例に従う放射線検出装置の断面図である。図４に示すように、実施例２
と同様に、光発生部１０１と、センサーパネル１００と、ＣｓＩ（Ｔｌ）であるシンチレ
ータ層１１とが配置されている。実施例２と異なる点は、発光層１０２に顔料ではなく染
料が含有されていることである。染料は、実施例２と同様に紫色と赤色を用いた。したが
って、光発生部１０１の発光層１０２は、発光体１０４と染料入りバインダー１１０で構
成した。バインダーを染料で着色することにより、シンチレータ層の発光によってセンサ
ーパネルから基板１３を透過してきた光は、着色されたバインダーで効率良く吸収される
。よって、センサーパネル１００の光電変換素子アレイ１２に反射される成分は極微量と
なる。なお、染料入りバインダー１１０は、光発生部１０１からの光も吸収するので、シ
ンチレータ層の発光によってセンサーパネルから基板１３を透過してきた光よりも、光発
生部の発光の量を多くする。以上のようにして、バインダーを染料で着色することで、光
キャリブレーションに必要な光は透過させ、画像の品質劣化を引き起こす反射光を品質上
問題無いレベルに低減させることが可能となる。
【００３７】
　なお、本実施例は、実施例２と同様に、さらに青色などの前述の各色を混合して、より
黒色化することが反射光を低減するために好ましい。
【００３８】
　以上、説明してきた本発明によれば、光学的キャリブレーション機能を有する放射線検
出装置において、光発生部の発光層に黒色顔料、黒色顔料以外の２色の顔料または染料を
含有することで、センサーパネルへの反射光を効率的に減らすことができる。したがって
、画像品質の安定化が可能となっている。また、この構成により、波長選択性のフィルタ
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等の追加を必要としないので、放射線検出装置の構成が簡略化できる。したがって、信頼
性の高い放射線検出装置が得られる。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　以上説明したように、本発明は、医療用のＸ線センサ等に応用することが可能であるが
、それ以外の無破壊検査等の用途に応用した場合にも有効である。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の放射線検出装置の実施形態を示す断面図である。
【図２】図１に示されている実施形態の変形例の正面図である。
【図３】本発明の放射線検出装置の他の実施形態を示す断面図である。
【図４】本発明の放射線検出装置の他の実施形態を示す断面図である。
【図５】本発明の放射線検出装置を備えた放射線撮像システムの概略図である。
【符号の説明】
【００４１】
１１　シンチレータ層
１２　光電変換素子アレイ
１３　基板
１４　画素           
１００　光電変換素子アレイと基板からなるセンサーパネル
１０１　光発生部
１０２　発光層
１０３　透明電極層
１０４　発光体
１０５　バインダー
１０６　黒色顔料
１０７　誘電体層
１０８　裏面電極層
１０９　顔料
１１０　染料入りバインダー
１００１　放射線チューブ
１００２　放射線
１００３　被験者
１００４　体の部位
１００５　イメージプロセッサ
１００６　ディスプレイ
１００７　伝達手段
１００８　ディスプレイ
１００９　フィルムプロセッサ
１０１０　フィルム
１０１１　レーザプリンタ
１１００　放射線撮像装置
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